
太田市フリースクール等民間施設事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、不登校児童生徒の受け皿となっている太田市内のフリースクール

等民間施設（以下「民間施設」という。）の活動を支援するため、民間施設の設置者で

ある法人に対して民間施設を利用する児童生徒の指導体制の整備、教材、体験活動等

の充実に要する経費の一部を助成し、もって児童生徒の社会的自立及び学校復帰に資

することを目的として、太田市フリースクール等民間施設事業費補助金（以下「補助

金」という。）を交付することに関し、太田市補助金等に関する規則（平成１７年太田

市規則第７６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象施設）

第２条 補助金の交付の対象となる民間施設は、次に掲げる要件の全てを満たす民間施

設とする。

⑴ 不登校児童生徒に対する相談・指導を主たる目的としていること。

⑵ 非営利法人（学校法人を除く。）が運営する施設であって、かつ、２年以上の活動

実績（任意団体として活動していた期間を含む。）があること。

⑶ 学校との間に十分な連携・協力関係が構築されていること。

⑷ 太田市に在住し、小学校、中学校、特別支援学校等に在籍する不登校児童生徒を

含む、複数の児童生徒を受け入れていること。

⑸ 施設の利用料が比較的低額であり、当該民間施設の収入のみでは適切な運営が困

難と認められるものであること。

（補助対象経費）

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表の

補助メニューごとに定める経費の内容に定める経費とする。

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、別表に定める補助額（上限）と補助対象経費の支出（予定）額

のいずれか少ない方の額とする。

２ 補助金は、予算の範囲内において交付する。

（補助対象事業）

第５条 補助金の交付の対象となる事業は、当該年度の４月１日から翌年３月３１日ま

での期間内に実施された別表に定める補助メニューに係る事業とする。

（その他）



第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別表（第４条関係）

太田市フリースクール等民間施設事業費補助基準

補助額（上限）

○ 補助事業者は、下記補助メニューのうちから現状に即したものを選択する。

○ １団体当たりの年間補助限度額は、１，９００千円とする。

補助メニュー 経費の内容 補助額（上限）

１ 配置職員の充実

必要職員の確保 ○ 児童生徒の相談・指導に関わ

る職員が下記基準数を下回る場

合、基準数に至るまで職員を追

加配置するために要する経費

【基準数】

児童生徒８名以下 ２名

児童生徒９名～１６名 ３名

児童生徒１７名～２４名 ４名

児童生徒２５名～３２名 ５名

児童生徒３３名以上 ６名

※ 補助額は、日額７，４８０円

を上限とする。

職員１名につき１，８

５５千円（７，４８０

円/日×２４８日）

※ 職員は、現行で最

低１名いることが前

提（ただし、当該職

員は補助対象外）

カウンセラー配

置

○ カウンセラー等の配置に要す

る経費

【資格要件】

臨床心理士

精神科医師

大学教官（心理学専攻）

準ずる者として、大学卒で５年

以上の相談経験、大学院修了又

は医師で１年以上の相談経験で

も可

７００千円

（５，０００円/ｈ×２

ｈ×７０日）



※ 補助額は、時間単価５，００

０円を上限とする。

２ 活動の充実

教材・教具の整

備

体験学習・実習

費

ボランティア活

動

○ 教材及び教具の整備に係る経

費（児童生徒の指導に使用する

教材、教具等（参考図書を含

む。））

○ 体験学習・実習等の実施に直

接要する経費

【経費内容】

講師謝金（委託料を含む。）

講師及び引率者の旅費

当該活動に係る保険料

当該活動に係る消耗品費、印刷

製本費、燃料費、通信運搬費、

使用料及び賃借料

○ ボランティア活動に係る経費

【経費内容】

当該活動に係る謝金

当該活動に係る交通費

８００千円

施設借上料 ○ 児童生徒の相談、指導等のた

めに新たに必要となる施設の借

上料

※ 月額５０，０００円を上限と

する。

６００千円（５０，０

００円×１２月）


